
賃上げと設備投資の予定があれば、新サービスをご利用ください！

申請条件セルフチェック
業務改善助成金

こんな企業様は要チェック

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、

その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 
※事業場内最低賃金の引上げと設備投資等の計画を立てて交付申請を行います。交付決定後に計画どおり事業を進め、

事業の結果報告をすることにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

事業場内最低賃金
引上げ計画

計画の承認＆実施

機械設備導入､コンサルティング､
人材育成･教育訓練など

最大

600万円
（助成金が支給されます）

設備投資等の計画

業務改善助成金とは？

最低賃金の改定で毎年賃上げをしている

設備投資を検討している

050-3196-1065F&M Club
（運営：株式会社エフアンドエム）

お問合せ：お客様サービスセンター

（電話受付：平日 9：00～17：00）

support@fmltd.zendesk.com

まずはお気軽にご相談ください！

F&M Club会員専用サイト

▶▶▶▶▶
（スマホからのお問い合わせも受付中）

業務改善助成金の最新情報を発信中！

https://fmltd.link/gyomukaizen-r7

▼令和７年度情報はこちら▼

F&M Clubのヘルプセンター（WEBサイト）では、

令和７年度の業務改善助成金に関する情報を随時公開予定！

＜業務改善助成金に関する情報＞
申請可能な設備投資フローチャート
生産性向上に繋がる設備投資とは
労働局のよくある指摘事項6選 
業務改善助成金の活用事例 
事業場内最低賃金の計算
賃上げ対象者について

https://fmltd.link/gyomukaizen-r7
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まずはお気軽にご相談ください！

F&M Club会員専用サイト

▶▶▶▶▶
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申請条件セルフチェックサービスとは？
15個の質問に「はい・いいえ」の2択で答えるだけ！

業務改善助成金の申請可能かをチェック！

https://fmltd.link/gyomukaizen-selfcheck

いずれかをクリック！

セルフチェックで
「交付申請可能」と診断されたら

自社申請だと、代行手数料なくお得に申請可能。
※令和7年度の公募要項が発表された後に自社申請

フォームを作成し、公開いたします。

セルフ申請フォーム
完成通知予約

エフアンドエム社会保険労務士法人にて
申請代行を行います。(エントリー上限あり)

※手数料：原則受給額の10％

申請代行エントリー

申請条件セルフチェックサービスについてのご相談は、
担当コーディネーターまたはサービスセンターまで！

※令和7年度の公募要項発表前は「セルフ申請フォーム完成通知予約」から申込み下さい

※書類を確認の上、申請代行をお断りする場合がございます

おすすめ

https://fmltd.link/gyomukaizen-selfcheck

